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１．特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律第 57 号）（抜粋） 

（目的） 

第一条 この法律は、特定商取引（訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取

引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並

びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。）を公正にし、及び購入者等が受けるこ

とのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等

の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与

することを目的とする。 

 

第二条 この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げる

ものをいう。  

一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者（以下「役務提供事業者」という。）が

営業所、代理店その他の主務省令で定める場所（以下「営業所等」という。）以外

の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商

品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約（以下「役務提供契約」

という。）の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供  

二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所に

おいて呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引

した者（以下「特定顧客」という。）から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧

客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務

提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務

の提供  

２ この章及び第五十八条の十九において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供

事業者が郵便その他の主務省令で定める方法（以下「郵便等」という。）により売買

契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは指定権利の販売又は

役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。  

３ この章及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又

は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、

その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘（以下

「電話勧誘行為」という。）により、その相手方（以下「電話勧誘顧客」という。）から当

該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約

を郵便等により締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から

当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役

務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。  

４ この章並びに第五十八条の十九及び第六十七条第一項において「指定権利」と

は、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引

において販売されるものであつて政令で定めるものをいう。  

 

（訪問販売における氏名等の明示） 

第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘

に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、

売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧
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誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。  

 

（契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等）  

第三条の二 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その

相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。  

２ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約

を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約

の締結について勧誘をしてはならない。  

 

（訪問販売における書面の交付） 

第四条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しく

は指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の

申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利に

つき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受け

たときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの

内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、そ

の申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、

この限りでない。  

一 商品若しくは権利又は役務の種類  

二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価  

三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法  

四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期  

五 第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又

は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項（同条第二項から第七項

までの規定に関する事項（第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場

合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。）を含む。）  

六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項  

 

第五条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

次項に規定する場合を除き、遅滞なく（前条ただし書に規定する場合に該当すると

きは、直ちに）、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項（同条第五号の事

項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。）につい

てその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務

の提供を受ける者に交付しなければならない。  

一 営業所等以外の場所において、商品若しくは指定権利につき売買契約を締結し

たとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき（営業所等において特定顧客

以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務

提供契約を締結したときを除く。）。  

二 営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利又は役務につき売買契約

又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提

供契約を締結したとき。  
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三 営業所等において、特定顧客と商品若しくは指定権利につき売買契約を締結し

たとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。  

２ 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合におい

て、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは指

定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは指定権利の代金又は役務

の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一

号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約

の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は

役務の提供を受ける者に交付しなければならない。  

 

（禁止行為） 

第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務

提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しく

は役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不

実のことを告げる行為をしてはならない。  

一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれら

の内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項  

二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価  

三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法  

四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期  

五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約

若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項（第九条第一項から第七項まで

の規定に関する事項（第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合に

あつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。）を含む。）  

六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関す

る事項  

七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事

項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及

ぼすこととなる重要なもの  

２ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約

の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につ

き、故意に事実を告げない行為をしてはならない。  

３ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契

約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤

回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。  

４ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約

の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所

において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対

し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供

契約の締結について勧誘をしてはならない。 
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（合理的な根拠を示す資料の提出） 

第六条の二 主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げ

る行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は

当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理

的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業

者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条及び第八条第一

項の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に

掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。  

 

（指示） 

第七条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項

若しくは第四条から第六条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合に

おいて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利

益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に

対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。  

一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に

係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部

の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。  

二 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに

際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しく

は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつ

て、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすことと

なる重要なもの（第六条第一項第一号から第五号までに掲げるものを除く。）につ

き、故意に事実を告げないこと。  

三 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約であつて日常生活において通

常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の締結について勧誘すること

その他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定

めるもの  

四 前三号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係

る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあ

るものとして主務省令で定めるもの  

 

（業務の停止等） 

第八条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条、第三条の二第二

項若しくは第四条から第六条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為を

した場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受

ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役

務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務

提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一

部を停止すべきことを命ずることができる。  

２ （略） 
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（訪問販売における契約の申込みの撤回等） 

第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若

しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け

た場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客か

ら商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込

みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業

者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買

契約若しくは役務提供契約を締結した場合（営業所等において申込みを受け、営業

所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。）若し

くは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しく

は指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合に

おけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者（以下この条から第九条の三まで

において「申込者等」という。）は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約

の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除（以下この条にお

いて「申込みの撤回等」という。）を行うことができる。ただし、申込者等が第五条の

書面を受領した日（その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書

面を受領した日）から起算して八日を経過した場合（申込者等が、販売業者若しくは

役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項

につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実である

との誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反

して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの

撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務

提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約

の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から

起算して八日を経過した場合）においては、この限りでない。  

２ 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を

生ずる。  

３ 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、そ

の申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。  

４ 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は

権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売

業者の負担とする。  

５ 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提

供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き

渡された商品が使用され若しくは当該権利の行使により施設が利用され若しくは役

務が提供され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、

申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使に

より得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その

他の金銭の支払を請求することができない。  

６ 役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、

当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やか

に、これを返還しなければならない。  
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７ 役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は

売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は

当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物

の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者

に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。  

８ 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。  

 

（通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等） 

第九条の二 申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契

約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除（以下この条におい

て「申込みの撤回等」という。）を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の

締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。  

一 その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定

権利の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは

分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約  

二 当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に

基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しく

は指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常

必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る

役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常

生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなるこ

とを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同

種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分

量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役

務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通

常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、

申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約  

２ 前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時か

ら一年以内に行使しなければならない。  

３ 前条第三項から第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等につ

いて準用する。この場合において、同条第八項中「前各項」とあるのは、「次条第一

項及び第二項並びに同条第三項において準用する第三項から前項まで」と読み替

えるものとする。  

 

（訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し） 

第九条の三 申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契

約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をし

たことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該

役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すこと

ができる。  

一 第六条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内

容が事実であるとの誤認  
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二 第六条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在

しないとの誤認  

２ 前項の規定による訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は

その承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗することがで

きない。  

３ 第一項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契

約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法（明治二十九年法律第八十九

号）第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。  

４ 第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から六月間行わないと

きは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時か

ら五年を経過したときも、同様とする。 

 

（訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）  

第十条 販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当す

る売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその

役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあると

きにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する

法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者

又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。  

一 当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又

は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額（当該商品又は当該権

利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における

価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる

利益に相当する額を超えるときは、その額）  

二 当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の販売価

格に相当する額  

三 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された

当該役務の対価に相当する額  

四 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の

提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額  

２ 販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売

買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての代

金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行さ

れない場合（売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。）には、損害賠

償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利

の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若し

くは当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利

率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役

務の提供を受ける者に対して請求することができない。  

 

（通信販売についての広告） 

第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指
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定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定

めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する

次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事

項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で

作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を

遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主

務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。  

一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価（販売価格に商品の送料が含ま

れない場合には、販売価格及び商品の送料）  

二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法  

三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期  

四 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関

する事項（第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内

容を含む。）  

五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項  

 

（誇大広告等の禁止） 

第十二条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指

定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性

能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約

の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項（第十五条の二第一項ただし

書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。）その他の主務省令で定め

る事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良

であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。  

 

（合理的な根拠を示す資料の提出）  

第十二条の二 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するた

め必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者又は役務提供事業者に対

し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求

めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が

当該資料を提出しないときは、第十四条第一項及び第十五条第一項の規定の適用

については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。  

 

（承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等）  

第十二条の三 販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販

売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について、

その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告（当該広告に係る通信文そ

の他の情報を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。）により送

信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるよ

うにする方法により行う広告をいう。以下同じ。）をしてはならない。  



9 
 

一 相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利

の販売条件又は役務の提供条件に係る電子メール広告（以下この節において「通

信販売電子メール広告」という。）をするとき。  

二 当該販売業者の販売する商品若しくは指定権利若しくは当該役務提供事業者

の提供する役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこ

れらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定め

る方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する

事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより通信販売電子メー

ル広告をするとき。  

三 前二号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者

の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合にお

いて、通信販売電子メール広告をするとき。  

２ 前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者又

は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子

メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、

通信販売電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び通

信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相

手方の承諾を得た場合には、この限りでない。  

３ 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一

項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をするこ

とにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録とし

て主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなけ

ればならない。  

４ 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一

項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第十

一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通

信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項と

して主務省令で定めるものを表示しなければならない。  

５ 前二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務の

すべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る通信販売電子メール広

告については、適用しない。  

一 通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相

手方から請求を受ける業務  

二 第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務  

三 前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示す

るために必要な事項を表示する業務  

 

第十二条の四 販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務の

すべてにつき一括して委託を受けた者（以下この節並びに第六十六条第四項及び

第六項において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。）は、次に掲げる場

合を除き、当該業務を委託した販売業者又は役務提供事業者（以下この節におい

て「通信販売電子メール広告委託者」という。）が通信販売をする場合の商品若しく
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は指定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承

諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。  

一 相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に係る通信

販売電子メール広告をするとき。  

二 前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販

売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場

合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る

通信販売電子メール広告をするとき。  

２ 前条第二項から第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者によ

る通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用す

る。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号又は第三号」とあ

るのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。  

 

（通信販売における承諾等の通知）  

第十三条 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利又は役務につき

売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該

権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又

は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする通信販売をする場合にお

いて、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は

役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該

役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところ

により、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨（その受領前にその申込みを承

諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨）

その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。た

だし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受

領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を

提供したときは、この限りでない。  

２ 販売業者又は役務提供事業者は、前項本文の規定による書面による通知に代え

て、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該通知すべき

事項を電磁的方法その他の主務省令で定める方法により提供することができる。こ

の場合において、当該販売業者又は役務提供事業者は、当該書面による通知をし

たものとみなす。  

 

（指示）  

第十四条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第

十二条の三（第五項を除く。）若しくは前条第一項の規定に違反し、又は次に掲げる

行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供

を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役

務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。  

一 通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に

係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部

の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。  
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二 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせ

ようとする行為として主務省令で定めるもの  

三 前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係

る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあ

るものとして主務省令で定めるもの  

２ 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しく

は同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違

反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び

購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、

その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示

することができる。  

一 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売

買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定める

もの  

二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る

取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがある

ものとして主務省令で定めるもの  

 

（業務の停止等） 

第十五条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十一条、第十二条、

第十二条の三（第五項を除く。）若しくは第十三条第一項の規定に違反し若しくは前

条第一項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び

購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認め

るとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わな

いときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、通

信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。  

２ 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しく

は同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違

反し若しくは前条第二項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取

引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそ

れがあると認めるとき、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定に

よる指示に従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、一

年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停

止すべきことを命ずることができる。  

３ 主務大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければな

らない。  

 

（通信販売における契約の解除等） 

第十五条の二 通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告

をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権利の売買契約の申込みを受けた場

合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者

（次項において単に「購入者」という。）は、その売買契約に係る商品の引渡し又は
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指定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契

約の申込みの撤回又はその売買契約の解除（以下この条において「申込みの撤回

等」という。）を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等について

の特約を当該広告に表示していた場合（当該売買契約が電子消費者契約及び電

子承諾通知に関する民法の特例に関する法律（平成十三年法律第九十五号）第二

条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場

合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつ

て主務省令で定める方法により表示していた場合）には、この限りでない。  

２ 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は

指定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、

購入者の負担とする。  

 

（電話勧誘販売における氏名等の明示） 

第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、そ

の勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又

は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並び

にその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのもの

であることを告げなければならない。  

 

（契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止） 

第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役

務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役

務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 

 

（電話勧誘販売における書面の交付）  

第十八条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客

から商品若しくは指定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又

は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、

主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書

面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた

際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。  

一 商品若しくは権利又は役務の種類  

二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価  

三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法  

四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期  

五 第二十四条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤

回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項（同条第二項から第

七項までの規定に関する事項（第二十六条第三項又は第四項の規定の適用があ

る場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。）を含

む。）  

六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項  
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第十九条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条各

号の事項（同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に

関する事項に限る。）についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかに

する書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。  

一 電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品若しくは指定権利につき当該売買契

約を郵便等により締結したとき又は役務につき当該役務提供契約を郵便等により

締結したとき。  

二 電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは指定権利又は役務につき

当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その売買契

約又は役務提供契約を締結したとき。  

２ 販売業者又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売

買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは指定権利を移

転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全

部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二

号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関

する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供

を受ける者に交付しなければならない。  

 

（電話勧誘販売における承諾等の通知）  

第二十条 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利又は役務につき

売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該

権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又

は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合

において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約

又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は

当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めると

ころにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨（その受領前にその申込み

を承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、そ

の旨）その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならな

い。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一

部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該

役務を提供したときは、この限りでない。 

 

（禁止行為）  

第二十一条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若し

くは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売

買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事

項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。  

一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれら

の内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項  

二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価  



14 
 

三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法  

四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期  

五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約

若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項（第二十四条第一項から第七項

までの規定に関する事項（第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場

合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。）を含む。）  

六 電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事

情に関する事項  

七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事

項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に

影響を及ぼすこととなる重要なもの  

２ 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供

契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項

につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。  

３ 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提

供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申

込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。  

 

（合理的な根拠を示す資料の提出）  

第二十一条の二 主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを

告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者

又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる

合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販

売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条及び第二十

三条第一項の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、

同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。 

 

（指示）  

第二十二条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十六条から第二十一

条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売

に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそ

れがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置

をとるべきことを指示することができる。  

一 電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は電話勧

誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部

又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。  

二 電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をす

るに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの

撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する

事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断

に影響を及ぼすこととなる重要なもの（第二十一条第一項第一号から第五号まで

に掲げるものを除く。）につき、故意に事実を告げないこと。  
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三 前二号に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であつて、電話勧誘

販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するお

それがあるものとして主務省令で定めるもの。 

 

（業務の停止等）  

第二十三条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十六条から第二

十一条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において電

話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益

が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業

者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者

に対し、一年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を停

止すべきことを命ずることができる。  

２ 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければなら

ない。 

 

（電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等） 

第二十四条 販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧

客から商品若しくは指定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提

供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売

業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品若しくは

指定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等に

より締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者（以下この条

及び次条において「申込者等」という。）は、書面によりその売買契約若しくは役務

提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除（以下こ

の条において「申込みの撤回等」という。）を行うことができる。ただし、申込者等が

第十九条の書面を受領した日（その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつ

ては、その書面を受領した日）から起算して八日を経過した場合（申込者等が、販売

業者若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤

回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた

内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第

三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過

するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売

業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は

当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書

面を受領した日から起算して八日を経過した場合）においては、この限りでない。 

２～８ （略） 

 

（電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し） 

第二十四条の二 申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係

る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げ

る行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約
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若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これ

を取り消すことができる。 

一 第二十一条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられ

た内容が事実であるとの誤認 

二 第二十一条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が

存在しないとの誤認 

２ 第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による電話勧誘販売に

係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

について準用する。 

 

（電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）  

第二十五条 販売業者又は役務提供事業者は、第十九条第一項各号のいずれかに

該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又

はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定め

があるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに

対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を

購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。  

一 当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又

は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額（当該商品又は当該権

利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における

価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる

利益に相当する額を超えるときは、その額）  

二 当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の販売

価格に相当する額  

三 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された

当該役務の対価に相当する額  

四 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の

提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額  

２ 販売業者又は役務提供事業者は、第十九条第一項各号のいずれかに該当する

売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての

代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行

されない場合（売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。）には、損害

賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権

利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若

しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定

利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は

役務の提供を受ける者に対して請求することができない。  

 

（適用除外）  

第二十六条 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又

は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。  

一 売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買
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契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として

締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは

営業として締結するものに係る販売又は役務の提供  

二～七 （略）  

八 次に掲げる販売又は役務の提供  

イ 金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項に規定する金

融商品取引業者が行う同条第八項に規定する商品の販売又は役務の提供、同

条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する役務

の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の五第一項第三

号に規定する商品の販売又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認

定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項に規定する役務の提供及

び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二

十四第一項又は第百五十六条の二十七第一項に規定する役務の提供 

ロ～ニ （略） 

２～９ （略） 

 

（報告及び立入検査） 

第六十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令

で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売

業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者（以下この条において「販売

業者等」という。）に対し報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又は

その職員に販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物

件を検査させることができる。  

２ 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、政令で定

めるところにより関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有

する者として政令で定める者（以下この項において「密接関係者」という。）に対し報

告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に密接関係者の店舗その他の事業所

に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。  

３・４ （略）  

５ 主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度

において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必

要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適

正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。  

６～８ （略） 

  

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。  

一 第四条、第五条、第十八条、第十九条、第四十二条、第五十八条の七又は第

五十八条の八の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定す

る事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者  

二 第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条、第五十六条又は

第五十八条の十二の規定による指示に違反した者  

三～十一 （略） 
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２ （略） 

 

２．特定商取引に関する法律施行令（昭和 51 年政令第 295 号）（抜粋） 

（電話をかけさせる方法）  

第二条 法第二条第三項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法と

する。  

一 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁

的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務

提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけ

ることを要請すること。  

二 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的

方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約

を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること（当該要請の

日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請す

る場合を除く。）。  

 

（指定権利）  

第三条 法第二条第四項の指定権利は、別表第一に掲げる権利とする。  

 

（密接関係者に対する報告の徴収等）  

第十七条の二 法第六十六条第二項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる

者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命

ずることができる事項は、同表の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲

げる事項とする。 

法第四十八条第二項に規定する関連商

品の販売を行う者 

一 その者が締結する当該関連商品の販

売契約の内容及びその履行に関する事

項 

二 その者が締結した当該関連商品の販

売契約の解除に関する事項 

業務提供誘引販売取引に係る業務の提

供を行う者 

その者が締結する当該業務提供誘引販

売取引に係る業務を提供する契約の内容

及びその履行に関する事項 

購入業者が訪問購入に係る売買契約の

相手方から引渡しを受けた物品の引渡し

（法第五十八条の十四第一項ただし書に

規定する場合におけるものを除く。）を受

けた第三者 

その者が引渡しを受けた当該物品の引渡

しに関する事項 

法第六十六条第一項に規定する販売業

者等が行う特定商取引に関する事項であ

つて、顧客（電話勧誘顧客を含む。）若しく

その者が行う法第六十六条第一項に規

定する販売業者等が行う特定商取引に関

する事項であつて顧客（電話勧誘顧客を
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は購入者若しくは役務の提供を受ける

者、連鎖販売取引の相手方、業務提供誘

引販売取引の相手方又は訪問購入に係

る売買契約の相手方の判断に影響を及

ぼすこととなる重要なものを告げ、又は表

示する者 

含む。）若しくは購入者若しくは役務の提

供を受ける者、連鎖販売取引の相手方、

業務提供誘引販売取引の相手方又は訪

問購入に係る売買契約の相手方の判断

に影響を及ぼすこととなる重要なものの

告知又は表示に関する事項 

 

別表第一 （第三条関係）  

一 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 

二 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞

し、又は観覧する権利 

三 語学の教授を受ける権利 

 

３．特定商取引に関する法律施行規則（昭和 51 年通商産業省令第 89 号） 

（顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為）  

第六条の三 法第七条第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものと

する。  

一 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結で

あつて、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える指定権利の売買

契約の締結又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著

しく超える役務の役務提供契約の締結について勧誘すること。  

二 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結に

ついて、当該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより顧客

にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権

利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなる

こと又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは

期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若し

くは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。  

三 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結に

ついて、当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権

利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えている

こと又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは

期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若し

くは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘すること。  

 

（訪問販売における禁止行為）  

第七条 法第七条第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとす

る。  

一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさ

せるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約

の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げ
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ること。  

二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提

供契約を締結させること。  

三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこ

と（法第七条第三号に定めるものを除く。）。  

四 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係

る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。  

五 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、次に掲げる書

面であつて、購入者又は役務の提供を受ける者（以下この号において「購入者等」

という。）が生命保険に関する契約又は生命共済に関する契約（以下「生命保険契

約等」という。）の被保険者又は被共済者（以下「被保険者等」という。）となること

に同意する旨記載されているもの（当該生命保険契約等についての同意に関する

事項が赤枠の中に日本工業規格Ｚ八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさ

の赤字で記載されており、かつ当該売買契約又は役務提供契約に関する署名又

は押印とは別に当該生命保険契約等に関する署名及び押印をする欄が設けられ

ているものを除く。）に、当該購入者等の署名又は押印をさせること。 

イ 法第四条又は法第五条の規定により交付する書面 

ロ 第三者が販売業者又は役務提供事業者に当該売買契約に係る商品若しくは

権利の代金若しくは当該役務提供契約に係る役務の対価（以下「代金等」という。）

を交付することを条件として購入者等が当該第三者に当該代金等に相当する額を

支払う旨を記載した書面又は購入者等が代金等の全部若しくは一部に充てるた

めの金銭を借り入れる旨を記載した書面  

六 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため、

道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につき

まとうこと。  

七 法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げる

ため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部

若しくは一部を消費させること。  

 

（電話勧誘販売における禁止行為）  

第二十三条 法第二十二条第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる

ものとする。  

一 電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚

えさせるような仕方で勧誘をし、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務

提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこ

れを妨げること。  

二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、電話勧誘販売に係る売買契約又は役

務提供契約を締結させること。  

三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこ

と。  

四 電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約

に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。  
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五 法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げる

ため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部

若しくは一部を消費させること。  

 

４．金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）（抜粋） 

（定義） 

第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。  

一 国際証券  

二 地方債証券  

三 特別の法律により法人の発行する債券（次号及び第十一号に掲げるものを除

く。）  

四 資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）に規定する特定社債券  

五 社債券（相互会社の社債券を含む。以下同じ。）  

六 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（次号、第八号及び第

十一号に掲げるものを除く。）  

七 協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号。以下

「優先出資法」という。）に規定する優先出資証券  

八 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権

を表示する証券  

九 株券又は新株予約権証券  

十 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）に規

定する投資信託又は外国投資信託の受益証券  

十一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人

債券又は外国投資証券  

十二 貸付信託の受益証券  

十三 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券  

十四 信託法（平成十八年法律第百八号）に規定する受益証券発行信託の受益証

券  

十五 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣

府令で定めるもの  

十六 抵当証券法（昭和六年法律第十五号）に規定する抵当証券  

十七 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は

第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの（次号に掲げる

ものを除く。）  

十八 外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付

けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を

表示するもののうち、内閣府令で定めるもの  

十九 金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に

従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場（第八

項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。）にお

いて行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利

又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若



22 
 

しくは第四号に掲げる取引に係る権利（以下「オプション」という。）を表示する証券

又は証書  

二十 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発

行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券

又は証書に係る権利を表示するもの  

二十一 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投

資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は

証書  

２ 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証

券（同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。）及び同項第十八

号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証

券、同項第十七号に掲げる有価証券（同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有

するものに限る。）及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつ

て内閣府令で定めるものに表示されるべき権利（以下この項及び次項において「有

価証券表示権利」と総称する。）は、有価証券表示権利について当該権利を表示す

る当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券と

みなし、電子記録債権（電子記録債権法（平成十九年法律第百二号）第二条第一項

に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。）のうち、流通性その他

の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要

と認められるものとして政令で定めるもの（第七号及び次項において「特定電子記

録債権」という。）は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利

は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなし

て、この法律の規定を適用する。  

一 信託の受益権（前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべき

もの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきも

のを除く。）  

二 外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの（前項第十号

に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号

及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。）  

三 合名会社若しくは合資会社の社員権（政令で定めるものに限る。）又は合同会

社の社員権  

四 外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの  

五 民法（明治二十九年法律第八十九号）第六百六十七条第一項に規定する組合

契約、商法（明治三十二年法律第四十八号）第五百三十五条に規定する匿名組

合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成十年法律第九十号）第

三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約

に関する法律（平成十七年法律第四十号）第三条第一項に規定する有限責任事

業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利（外国の法令に基づく

ものを除く。）のうち、当該権利を有する者（以下この号において「出資者」という。）

が出資又は拠出をした金銭（これに類するものとして政令で定めるものを含む。）を

充てて行う事業（以下この号において「出資対象事業」という。）から生ずる収益の

配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつ
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て、次のいずれにも該当しないもの（前項各号に掲げる有価証券に表示される権

利及びこの項（この号を除く。）の規定により有価証券とみなされる権利を除く。）  

イ 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合にお

ける当該出資者の権利 

ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係

る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利（イに掲げ

る権利を除く。） 

ハ 保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第一項に規定する保険業を行う者

が保険者となる保険契約、農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）

第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結し

た共済契約、消費生活協同組合法（昭和二十三年法律第二百号）第十条第二項

に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水

産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第十一条第一項第十一

号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定す

る事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同

組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の二第七項に規定する共済

事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共

同事業法（平成六年法律第七十七号）第二条第三項に規定する不動産特定共

同事業契約に基づく権利（イ及びロに掲げる権利を除く。） 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益

又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で

定める権利 

六 外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの  

七 特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券

及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案

し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要か

つ適当と認められるものとして政令で定める権利  

３～７ （略） 

８ この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為（その内容等を勘案し、

投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める

もの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関（以下「協

同組織金融機関」という。）その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四

号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。）のいずれかを業と

して行うことをいう。  

一 有価証券の売買（デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。）、市場デ

リバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引（有価証券の売買にあつては、第十

号に掲げるものを除く。）  

二 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、

取次ぎ（有価証券等清算取次ぎを除く。）又は代理（有価証券の売買の媒介、取次

ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。）  

三 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理  

イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引 
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ロ 外国金融商品市場（取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在する

ものをいう。以下同じ。）における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取

引 

四 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ（有価証券等清算取次ぎを除く。）

若しくは代理（以下「店頭デリバティブ取引等」という。）  

五 有価証券等清算取次ぎ  

六 有価証券の引受け（有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資

家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをい

う。）  

七 有価証券（次に掲げるものに限る。）の募集又は私募  

イ 第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法

人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係

るもの 

ロ 第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券 

ハ 第一項第十六号に掲げる有価証券 

ニ 第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券

の性質を有するもの 

ホ イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げ

る有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二

項の規定により有価証券とみなされるもの 

ヘ 第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権

利 

ト イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券 

八 有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等  

九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売

付け勧誘等の取扱い  

十 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理

組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる

売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの（取り扱う有価証券

の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場（第六十七

条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。）以外において行うことが投

資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。）  

イ 競売買の方法（有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限

る。） 

ロ 金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所

が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方

法 

ハ 第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券（以下「店頭売

買有価証券」という。）について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公

表する当該有価証券の売買価格を用いる方法 

ニ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法 

ホ イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法 
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十一 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書（新聞、

雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、

不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。）その他の方法により助言を

行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約（以下「投資顧

問契約」という。）を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。  

イ 有価証券の価値等（有価証券の価値、有価証券関連オプション（金融商品市

場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二

十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において

行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品

市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる

取引に係る権利をいう。）の対価の額又は有価証券指標（有価証券の価格若しく

は利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づ

いて算出した数値をいう。）の動向をいう。） 

ロ 金融商品の価値等（金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の

動向をいう。以下同じ。）の分析に基づく投資判断（投資の対象となる有価証券の

種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行

うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。） 

十二 次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に

基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投

資として、金銭その他の財産の運用（その指図を含む。以下同じ。）を行うこと。  

イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法

人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委

託契約 

ロ イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の

分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に

基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容と

する契約（以下「投資一任契約」という。） 

十三 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介  

十四 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバ

ティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表

示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その

他の財産の運用を行うこと（第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。）。  

十五 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又

はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令

で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を

行うこと（第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。）。  

イ 第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券（同

項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。）に表示される権利 

ロ 第二項第一号又は第二号に掲げる権利 

ハ 第二項第五号又は第六号に掲げる権利 

十六 その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第

一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。  
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十七 社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第二条第

一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を

行うこと。  

十八 前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為  

 

（登録） 

第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行う

ことができない。 

 

（適格機関投資家等特例業務） 

第六十三条 （略） 

２ 適格機関投資家等特例業務（前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うこ

とをいう。以下同じ。）を行う者（金融商品取引業者等を除く。）は、あらかじめ、内閣

府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければなら

ない。  

一～八 （略） 

３～８ （略） 

 

（無登録業者による未公開有価証券の売付け等の効果） 

第百七十一条の二 無登録業者（第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登

録を受けないで第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第

二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。）

が、未公開有価証券につき売付け等（売付け又はその媒介若しくは代理、募集又

は売出しの取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為をいう。以下

この項において同じ。）を行つた場合には、対象契約（当該売付け等に係る契約又

は当該売付け等により締結された契約であつて、顧客による当該未公開有価証券

の取得を内容とするものをいう。以下この項において同じ。）は、無効とする。ただし、

当該無登録業者又は当該対象契約に係る当該未公開有価証券の売主若しくは発

行者（当該対象契約の当事者に限る。）が、当該売付け等が当該顧客の知識、経

験、財産の状況及び当該対象契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠ける

ものでないこと又は当該売付け等が不当な利得行為に該当しないことを証明したと

きは、この限りでない。 

２ 前項の「未公開有価証券」とは、社債券、株券、新株予約権証券その他の適正な

取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券であつて、

次に掲げる有価証券のいずれにも該当しないものをいう。  

一 金融商品取引所に上場されている有価証券  

二 店頭売買有価証券又は取扱有価証券  

三 前二号に掲げるもののほか、その売買価格又は発行者に関する情報を容易に

取得することができる有価証券として政令で定める有価証券  
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（審問等に関する調査のための処分） 

百八十七条 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定に

よる審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による

申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせるこ

とができる。  

一 関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見

書若しくは報告書を提出させること。  

二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。  

三 関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置

くこと。  

四 関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査するこ

と。 

 

（裁判所の禁止又は停止命令）  

第百九十二条 裁判所は、緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必

要かつ適当であると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣

の申立てにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行い、又は

行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。  

２～４ （略） 

 

第百九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは

五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

一～十の三 (略) 

十の四 第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品

取引業を行つた者 

十の五～十三 (略) 

 

５．金融商品取引業等に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 52 号）（抜粋） 

 （適格機関投資家等特例業務に係る届出事項） 

第二百三十八条 法第六十三条第二項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、

次に掲げる事項とする。 

一 法第百九十四条の六第三項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その

旨 

二 法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲

げる事項 

イ 当該業務に係る出資対象事業持分の名称  

ロ 当該業務に係る出資対象事業持分を取得する適格機関投資家（当該適格機

関投資家が二名以上あるときは、そのうち少なくとも一名）の商号、名称又は氏

名  

三 法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲

げる事項 

イ 当該業務に係る出資対象事業持分の名称  
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ロ 当該業務に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家（当該適格機関

投資家が二名以上あるときは、そのうち少なくとも一名）の商号、名称又は氏名  

 

６．金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針（抜粋） 

Ⅲ-３ 諸手続（共通編） 

III－３－１ 登録 

(1)登録申請書の印章 

記載上の注意事項にある署名によることができる場合には、代表者が印章を

用いる慣習がない場合が該当する。 

(２)～(５） （略）  

 

III－３－２ 届出 

金商法に定める各種届出等の受理又は処理に関しては、以下に掲げる点に留意

して取り扱うこととする。 

(1)管轄財務局長の管轄区域を越える本店等の位置の変更 

① 財務局の管轄区域を越える本店等の位置を変更した届出書を受理した財務

局長は、金商業等府令第 20 条第２項に規定する当該変更届出書及び金融商品

取引業者登録簿のうち当該金融商品取引業者に係る部分と併せてその他の書

類として、登録申請書及びその添付書類並びに直前に行った検査の報告書の

写しを添付して、新たに登録を行うこととなる財務局長に送付するものとする。 

② 上記書類の送付を受けた財務局長は、当該金融商品取引業者の登録を行っ

た場合には従前の登録を行った財務局長に対して登録済通知書の写しを送付

するものとする。 

③ 登録済通知書の写しの送付を受けた従前の登録を行った財務局長は、当該

金融商品取引業者の登録を抹消するものとする。 

(2)対象議決権保有届出書の提出に係る留意事項 

国内に在留する外国人が提出した住民票の抄本（国籍等の記載のあるものに

限る。）、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し及び国内に在留しない外

国人が提出した本国の住民票の写し又はこれに準ずる書面（英文等の場合には

訳文を添付）は、金商業等府令第 38 条第１号に規定する「これに代わる書面」に

該当する。 

(3)廃業等の届出に係る留意事項 

① 金融商品取引業者から金商法第 50 条第１項第７号、第 50 条の２第７項及び

金商業等府令第 199 条第５号の規定に基づく届出書を受理した場合には、検査

を行うなどによって、次の点について確認するものとする。 

イ． 届出を行った金融商品取引業者につき、金商法第 52 条第１項の規定による

登録取消しの事由の存しないこと。 

ロ． 顧客に対する債務の弁済が完全に行われる確実な見込みがあること。 

ハ． 顧客に対する債権債務の残高照合等の手段により、簿外債務のないことが

確認されていること。 

② 金融商品取引業者から金商業等府令第 199 条第 11 号トの規定に基づく届出

書の提出があった場合で、金融商品仲介業者に委託を行わなくなった理由が当
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該金融商品仲介業者が金融商品仲介業務を廃止するためであるときは、当該

金融商品仲介業者につき、金商法第 66 条の 20 第１項の規定による登録取消の

事由が存しないことを当該金融商品取引業者が確認しているかを届出書の提出

時に確認することとする。 

 

７．消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号）（抜粋） 

（事業者に対する勧告及び命令） 

第二条 （略） 

２～７ （略） 

８ この法律において「多数消費者財産被害事態」とは、第五項第三号に掲げる事態

のうち、同号に定める行為に係る取引であって次の各号のいずれかに該当するも

のが事業者により行われることにより、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生

じさせるおそれのあるものをいう。  

一 消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、事業者が消

費者に対して示す商品、役務、権利その他の取引の対象となるものの内容又は

取引条件が実際のものと著しく異なるもの  

二 前号に掲げる取引のほか、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な

取引であって、政令で定めるもの  

 

（消費者への注意喚起等） 

第三十八条 （略） 

２ 内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若しく

は第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情

報を得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために相当であ

ると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、消費者被害の発生又は拡大の防

止に資する情報を提供することができる。  

３・４ （略） 

 

（事業者に対する勧告及び命令） 

第四十条 （略） 

２・３ （略） 

４ 内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態が発生した場合（当該多数消費者財

産被害事態による被害の拡大又は当該多数消費者財産被害事態と同種若しくは

類似の多数消費者財産被害事態の発生（以下この条において「多数消費者財産被

害事態による被害の発生又は拡大」という。）の防止を図るために実施し得る他の

法律の規定に基づく措置がある場合を除く。）において、多数消費者財産被害事態

による被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該多

数消費者財産被害事態を発生させた事業者に対し、消費者の財産上の利益を侵

害することとなる不当な取引の取りやめその他の必要な措置をとるべき旨を勧告す

ることができる。  

５ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくて

その勧告に係る措置をとらなかった場合において、多数消費者財産被害事態によ
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る被害の発生又は拡大の防止を図るため特に必要があると認めるときは、当該事

業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

６～８ （略） 

 

（権限の委任） 

第四十六条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による権限その他この法律の規

定による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長官に委任する。 

２ （略） 

 

第五十一条 第四十条第二項又は第五項の規定による命令に違反した者は、一年

以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  

 

８．刑法（明治 40 年法律第 45 号）（抜粋） 

（公正証書原本不実記載等）  

第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若

しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に

関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、

五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  

２ 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者

は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。  

３ 前二項の罪の未遂は、罰する。  

 

（詐欺）  

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。  

２ 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同

項と同様とする。  

 

９．出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和 29 年法律第 195

号）（抜粋） 

（出資金の受入の制限）  

第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の

全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙

のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。 

 

（預り金の禁止）  

第二条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人

も業として預り金をしてはならない。  

２ 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に

掲げるものをいう。  

一 預金、貯金又は定期積金の受入れ  

二 社債、借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるもの
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と同様の経済的性質を有するもの  

 

10．犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 

（平成 19 年法律第 133 号）（抜粋） 

第三条 金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、捜査機関等から当該

預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることその他の事情を勘案して

犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取

引の停止等の措置を適切に講ずるものとする。 

２ （略） 

 

（公告の求め） 

第四条 金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、次に掲げる事由その

他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由がある

と認めるときは、速やかに、当該預金口座等について現に取引の停止等の措置が

講じられていない場合においては当該措置を講ずるとともに、主務省令で定めると

ころにより、預金保険機構に対し、当該預金口座等に係る預金等に係る債権につい

て、主務省令で定める書類を添えて、当該債権の消滅手続の開始に係る公告をす

ることを求めなければならない。 

一 捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があったこ

と。 

二 前号の情報その他の情報に基づいて当該預金口座等に係る振込利用犯罪行

為による被害の状況について行った調査の結果 

三 金融機関が有する資料により知ることができる当該預金口座等の名義人の住

所への連絡その他の方法による当該名義人の所在その他の状況について行った

調査の結果 

四 当該預金口座等に係る取引の状況 

２・３ （略） 

 

（公告等） 

第五条 預金保険機構は、前条第一項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、

当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、

次に掲げる事項を公告しなければならない。 

一 前条第一項の規定による求めに係る預金口座等（以下この章において「対象預

金口座等」という。）に係る預金等に係る債権（以下この章において「対象預金等

債権」という。）についてこの章の規定に基づく消滅手続が開始された旨 

二 対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座

番号 

三 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称 

四 対象預金等債権の額 

五 対象預金口座等に係る名義人その他の対象預金等債権に係る債権者による

当該対象預金等債権についての金融機関への権利行使の届出又は払戻しの訴

えの提起若しくは強制執行等（以下「権利行使の届出等」という。）に係る期間 
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六 前号の権利行使の届出の方法 

七 払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき事項として主務省

令で定めるもの（当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知があ

る事項を除く。） 

八 第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がないときは、対象預金等債権が

消滅する旨 

九 その他主務省令で定める事項 

２～５ （略） 

 

（権利行使の届出等の通知等） 

第六条 金融機関は、前条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等があ

ったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。 

２ 金融機関は、前条第一項第五号に掲げる期間内に対象預金口座等が犯罪利用

預金口座等でないことが明らかになったときは、その旨を預金保険機構に通知しな

ければならない。 

３ 預金保険機構は、前二項の規定による通知を受けたときは、預金等に係る債権

の消滅手続が終了した旨を公告しなければならない。 

 

（預金等に係る債権の消滅） 

第七条 対象預金等債権について、第五条第一項第五号に掲げる期間内に権利行

使の届出等がなく、かつ、前条第二項の規定による通知がないときは、当該対象預

金等債権は、消滅する。この場合において、預金保険機構は、その旨を公告しなけ

ればならない。 

 

（被害回復分配金の支払）  

第八条 金融機関は、前条の規定により消滅した預金等に係る債権（以下この章及

び第三十七条第二項において「消滅預金等債権」という。）の額に相当する額の金

銭を原資として、この章の定めるところにより、消滅預金等債権に係る預金口座等

（以下この章において「対象預金口座等」という。）に係る振込利用犯罪行為（対象

預金口座等が第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合にあっては、

当該預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に

係る振込利用犯罪行為。以下この章において「対象犯罪行為」という。）により被害

を受けた者（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）であ

ってこれにより財産を失ったもの（以下この章において「対象被害者」という。）に対

し、被害回復分配金を支払わなければならない。  

２ 金融機関は、対象被害者について相続その他の一般承継があったときは、この章

の定めるところにより、その相続人その他の一般承継人に対し、被害回復分配金を

支払わなければならない。  

３ 前二項の規定は、消滅預金等債権の額が千円未満である場合は、適用しない。

この場合において、預金保険機構は、その旨を公告しなければならない。  
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（被害回復分配金の支払を受けることができない者）  

第九条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、被害回復

分配金の支払を受けることができない。  

一 対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害の全部について、そ

のてん補又は賠償がされた場合（当該対象犯罪行為により当該財産を失った対

象被害者又はその一般承継人以外の者により当該てん補又は賠償がされた場合

に限る。）における当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はそ

の一般承継人  

二 対象犯罪行為を実行した者若しくはこれに共犯として加功した者、当該対象犯

罪行為に関連して不正な利益を得た者、当該対象犯罪行為により財産を失ったこ

とについて自己に不法な原因がある者その他被害回復分配金の支払を受けるこ

とが社会通念上適切でない者又は対象被害者がこれらの者のいずれかに該当す

る場合におけるその一般承継人  

   

（公告の求め）  

第十条 金融機関は、第七条の規定により預金等に係る債権が消滅したとき（第八

条第三項に規定する場合を除く。）は、速やかに、主務省令で定めるところにより、

預金保険機構に対し、その消滅に係る消滅預金等債権について、主務省令で定め

る書類を添えて、被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告をすることを求め

なければならない。  

２ 前項の規定は、対象預金口座等に係るすべての対象被害者又はその一般承継

人が明らかであり、かつ、これらの対象被害者又はその一般承継人のすべてから

被害回復分配金の支払を求める旨の申出があるときは、適用しない。この場合に

おいて、金融機関は、預金保険機構にその旨を通知しなければならない。  

 

（公告等）  

第十一条 預金保険機構は、前条第一項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、

当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、

次に掲げる事項を公告しなければならない。  

一 前条第一項の規定による求めに係る消滅預金等債権についてこの章の規定に

基づく被害回復分配金の支払手続が開始された旨  

二 対象預金口座等（対象預金口座等が第二条第四項第二号に掲げる預金口座

等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第

一号に掲げる預金口座等を含む。次号において同じ。）に係る金融機関及びその

店舗並びに預金等の種別及び口座番号  

三 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称  

四 消滅預金等債権の額  

五 支払申請期間  

六 被害回復分配金の支払の申請方法  

七 被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項として主務省令で定

めるもの（当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項

を除く。）  
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八 その他主務省令で定める事項  

２ 前項第五号に掲げる支払申請期間（以下この章において単に「支払申請期間」と

いう。）は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でな

ければならない。  

３ 預金保険機構は、前条第一項の規定による求めに係る書面又は同項に規定する

主務省令で定める書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、

相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。  

４ 金融機関は、対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に対し被害回

復分配金の支払手続の実施等について周知するため、必要な情報の提供その他

の措置を適切に講ずるものとする。  

５ 第一項から第三項までに規定するもののほか、第一項の規定による公告に関し

必要な事項は、主務省令で定める。 

  

（支払の申請）  

第十二条 被害回復分配金の支払を受けようとする者は、支払申請期間（第十条第

二項の規定による通知があった場合においては、金融機関が定める相当の期間。

以下同じ。）内に、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請

書に第一号及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、対象預

金口座等に係る金融機関に申請をしなければならない。  

一 申請人が対象被害者又はその一般承継人であることの基礎となる事実  

二 対象犯罪行為により失われた財産の価額  

三 控除対象額（対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害につい

て、そのてん補又は賠償がされた場合（当該対象犯罪行為により当該財産を失っ

た対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該てん補又は賠償がされた

場合に限る。）における当該てん補額及び賠償額を合算した額をいう。以下同じ。）  

四 その他主務省令で定める事項  

２ 前項の規定による申請をした対象被害者又はその一般承継人（以下この項にお

いて「対象被害者等」という。）について、当該申請に対する次条の規定による決定

が行われるまでの間に一般承継があったときは、当該対象被害者等の一般承継人

は、支払申請期間が経過した後であっても、当該一般承継があった日から六十日

以内に限り、被害回復分配金の支払の申請をすることができる。この場合において、

当該一般承継人は、主務省令で定めるところにより、前項に規定する申請書に同

項第一号及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、これを対

象預金口座等に係る金融機関に提出しなければならない。  

３ 前二項の規定による申請は、対象犯罪行為に係る第二条第三項に規定する振込

みの依頼をした金融機関を経由して、行うことができる。  

 

（支払の決定）  

第十三条 金融機関は、前条第一項の規定による申請があった場合において、支払

申請期間が経過したときは、遅滞なく、同条第一項又は第二項に規定する申請書

及び資料等に基づき、その申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる

者に該当するか否かの決定をしなければならない。同条第二項の規定による申請
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があった場合において、当該申請に係る一般承継があった日から六十日が経過し

たときも、同様とする。  

２ 金融機関は、被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当する旨の決

定（以下「支払該当者決定」という。）をするに当たっては、その犯罪被害額（対象犯

罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除した額をいう。以下同じ。）

を定めなければならない。この場合において、支払該当者決定を受ける者で同一の

対象被害者の一般承継人であるものが二人以上ある場合におけるその者に係る

犯罪被害額は、当該対象被害者に係る対象犯罪行為により失われた財産の価額

から控除対象額を控除した額を当該一般承継人の数で除して得た額とする。  

３ 前項後段に規定する場合において、当該支払該当者決定を受ける者のうちに各

人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意をした者があると

きは、同項後段の規定にかかわらず、当該合意をした者に係る犯罪被害額は、同

項後段の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該

合意において定められた各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合を

乗じて得た額とする。  

４ 前二項に定めるもののほか、犯罪被害額の認定の方法については、主務省令で

定める。  

 

（書面の送付等）  

第十四条 金融機関は、前条の規定による決定を行ったときは、速やかに、その内容

を記載した書面を申請人に送付しなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、申請人の所在が知れないときその他同項の書面を送

付することができないときは、金融機関において当該書面を保管し、いつでも申請

人に交付すべき旨を明らかにする措置として主務省令で定める措置をとることをも

って同項の規定による送付に代えることができる。 

  

（決定表の作成等）  

第十五条 金融機関は、第十三条の規定による決定を行ったときは、次に掲げる事

項を記載した決定表を作成し、申請人の閲覧に供するため、これを主務省令で定め

る場所に備え置かなければならない。  

一 支払該当者決定を受けた者の氏名又は名称及び当該支払該当者決定におい

て定められた犯罪被害額（支払該当者決定を受けた者がないときは、その旨）  

二 その他主務省令で定める事項  

 

（支払の実施等）  

第十六条 金融機関は、すべての申請に対する第十三条の規定による決定を行った

ときは、遅滞なく、支払該当者決定を受けた者に対し、被害回復分配金を支払わな

ければならない。  

２ 前項の規定により支払う被害回復分配金の額は、支払該当者決定により定めた

犯罪被害額の総額（以下この項において「総被害額」という。）が消滅預金等債権の

額を超えるときは、この額に当該支払該当者決定を受けた者に係る犯罪被害額の
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総被害額に対する割合を乗じて得た額（その額に一円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額）とし、その他のときは、当該犯罪被害額とする。  

３ 金融機関は、第一項の規定により支払う被害回復分配金の額を決定表に記載し、

その旨を預金保険機構に通知しなければならない。  

４ 預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、第一項の規定により支

払う被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨を公告しなければなら

ない。  

 

（支払該当者決定後の一般承継人に対する被害回復分配金の支払）  

第十七条 金融機関は、支払該当者決定が行われた者について一般承継があった

場合において、その者に支払うべき被害回復分配金でまだ支払っていないものが

あるときは、その者の一般承継人であって当該一般承継があった日から六十日以

内に届出をしたものに対し、未払の被害回復分配金を支払わなければならない。こ

の場合において、当該一般承継人は、主務省令で定めるところにより、届出書を金

融機関に提出しなければならない。  

２ 前項の規定により届出をした一般承継人が二人以上ある場合における当該一般

承継人に支払う被害回復分配金の額は、同項に規定する未払の被害回復分配金

の額を当該一般承継人の数で除して得た額（その額に一円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）とする。ただし、当該一般承継人のうちに各人が支払を受

けるべき被害回復分配金の額の割合について合意をした者があるときは、当該合

意をした者に支払う被害回復分配金の額は、この項本文の規定により算出された

額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が

支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合を乗じて得た額（その額に一円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。  

 

11．破産法（平成 16 年法律第 75 号）（抜粋） 

（債務者の財産に関する保全処分）  

第二十八条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の

申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債

務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命

ずることができる。  

２～６ （略） 

 

（破産財団の範囲）  

第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産（日本国内に

あるかどうかを問わない。）は、破産財団とする。  

２～７ （略） 

 

（破産管財人の権限）  

第七十八条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管

理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。  

２～６ （略） 
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（保全管理命令）  

第九十一条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、債務者（法

人である場合に限る。以下この節、第百四十八条第四項及び第百五十二条第二項

において同じ。）の財産の管理及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の

確保のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職

権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、

保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。  

２ 裁判所は、前項の規定による処分（以下「保全管理命令」という。）をする場合には、

当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならな

い。  

３ 前二項の規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第

一項の即時抗告があった場合について準用する。  

４ 裁判所は、保全管理命令を変更し、又は取り消すことができる。  

５ 保全管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができ

る。  

６ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。  

 

12．携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不

正な利用の防止に関する法律（平成 17 年法律第 31 号）（抜粋） 

（定義） 

第二条 （略） 

２ (略) 

３ この法律において「携帯音声通信事業者」とは、電気通信事業法第二条第五号に

規定する電気通信事業者のうち携帯音声通信役務を提供するものをいう。  

４～６ (略)  

 
（契約締結時の本人確認義務等）  

第三条 携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との

間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その

他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方

（以下この条及び第十一条第一号において「相手方」という。）について、次の各号

に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項（以下「本人特定事

項」という。）の確認（以下「本人確認」という。）を行わなければならない。  

一 自然人 氏名、住居及び生年月日  

二 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地  

２ 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確認を行う場合において、会社の代表者

が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事

業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方

と異なるとき（次項に規定する場合を除く。）は、当該相手方の本人確認に加え、当
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該役務提供契約の締結の任に当たっている自然人（第四項及び第十一条第一号

において「代表者等」という。）についても、本人確認を行わなければならない。  

３ （略） 

４ 相手方（前項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。以下この項及び第

十一条第一号において同じ。）及び代表者等は、携帯音声通信事業者が本人確認

を行う場合において、当該携帯音声通信事業者に対して、相手方又は代表者等の

本人特定事項を偽ってはならない。  

 

（本人確認記録の作成義務等）  

第四条 携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で

定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令

で定める事項に関する記録（以下「本人確認記録」という。）を作成しなければならな

い。  

２ 携帯音声通信事業者は、本人確認記録を、役務提供契約が終了した日から三年

間保存しなければならない。 

 

（譲渡時の本人確認義務等）  

第五条 携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又は契約者特定記録媒体（以

下「通話可能端末設備等」という。）の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受

ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更する

に際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法によ

り、当該変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯音声通信役務の提供を

受けようとする者（以下「譲受人等」という。）について、譲受人等の本人特定事項の

確認（以下「譲渡時本人確認」という。）を行わなければならない。  

２ 第三条第二項から第四項まで及び前条の規定は、前項の規定により携帯音声通

信事業者が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第

三条第二項から第四項までの規定中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第二

項及び第四項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「第十一条第一号」

とあるのは「第十一条第二号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一

項」と、前条第一項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と読み替えるものと

する。  

 

（媒介業者等による本人確認等） 

第六条 携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時本人確認を、当該携帯音声

通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う

者（以下「媒介業者等」という。）に行わせることができる。  

２ （略） 

３ 第三条及び第四条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が本人確

認を行う場合について準用する。この場合において、第三条中「携帯音声通信事業

者」とあるのは「媒介業者等」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるの

は「第六条第一項の規定により媒介業者等が本人確認を行ったとき」と読み替える

ものとする。  
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４ 第三条第二項から第四項まで、第四条及び前条第一項の規定は、第一項の規定

により媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合にお

いて、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは

「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第二項及び第四項中

「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「第十

一条第二号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、第四条第

一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者

等が譲渡時本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「譲渡

時本人確認に関する事項」と、前条第一項中「携帯音声通信事業者」とあるのは

「媒介業者等」と読み替えるものとする。  

 

（譲渡時の携帯音声通信事業者の承諾）  

第七条 契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設

備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲

渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。  

２ 携帯音声通信事業者は、譲受人等につき譲渡時本人確認を行った後又は前条第

一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規

定する承諾をしてはならない。 

 

（契約者確認の求め）  

第八条 警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図るため、次の各

号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定

める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携

帯音声通信事業者に対し、国家公安委員会規則で定める方法により、当該役務提

供契約に係る契約者について次条第一項に規定する事項の確認をすることを求め

ることができる。  

一 この法律に規定する罪（第十九条から第二十二条まで及び第二十六条（第十九

条から第二十二条までの罪に係る部分に限る。）の罪に限る。）に当たる行為が行

われたと認めるに足りる相当の理由がある場合  

二 携帯音声通信役務が刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四十六条の罪

又は第二百四十九条の罪に当たる行為その他携帯音声通信役務が多く利用され、

かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性が高いものとして政

令で定める罪に当たる行為に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある

場合  

２ （略） 

 

（契約者確認）  

第九条 前条第一項の規定により確認の求めを受けた携帯音声通信事業者は、当

該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が

携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有している

ことを確認するために必要な事項として総務省令で定めるものの確認（以下「契約

者確認」という。）を行うことができる。  
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２ （略） 

３ 第三条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により携帯音声通信事業

者が契約者確認を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項か

ら第四項までの規定中「相手方」とあるのは「契約者」と、同条第二項及び第四項中

「本人確認」とあるのは「契約者確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「第十一条

第四号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第九条第一項」と読み替えるものと

する。  

 

（貸与業者の貸与時の本人確認義務等）   

第十条 通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者（以下「貸与業者」

という。）は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約（以下「貸与契約」という。）

を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方（以下「貸与の相

手方」という。）について、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、運転免許

証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法によるそれぞれ当該各号

に定める事項（以下「貸与時本人特定事項」という。）の確認（以下「貸与時本人確

認」という。）を行わずに、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならな

い。  

一 自然人 氏名、住居（本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるもの

にあっては、総務省令で定める事項）及び生年月日  

二 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地  

２ 第三条第二項から第四項まで及び第四条の規定は、前項の規定により貸与業者

が貸与時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二

項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条

第二項中「相手方の本人確認を行う場合において、会社」とあるのは「会社」と、「役

務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「当該相手方と」とあるのは「貸与の相手方

と」と、「当該相手方の本人確認」とあるのは「当該貸与の相手方の貸与時本人確

認」と、「及び第十一条第一号において」とあるのは「において」と、「、本人確認を行

わなければならない」とあるのは「貸与時本人確認を行わなければ、通話可能端末

設備等を貸与の相手方に交付してはならない」と、同条第三項中「相手方」とあるの

は「貸与の相手方」と、「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「第一項」とある

のは「第十条第一項」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、

「及び第十一条第一号において」とあるのは「において」と、「本人確認」とあるのは

「貸与時本人確認」と、「本人特定事項」とあるのは「貸与時本人特定事項」と、第四

条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、「本人確認記録」とあるのは

「貸与時本人確認記録」と、同条第一項中「本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」

と、「速やかに」とあるのは「総務省令で定める期間内に」と、「本人特定事項」とある

のは「貸与時本人特定事項」と、同条第二項中「役務提供契約」とあるのは「貸与契

約」と読み替えるものとする。 
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（携帯音声通信役務等の提供の拒否）  

第十一条 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提

供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音

声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 

一 相手方又は代表者等が本人確認に応じない場合（当該相手方又は代表者等が

これに応じるまでの間に限る。）  

二 譲受人等又は代表者等が譲渡時本人確認に応じない場合（当該譲受人等又は

代表者等がこれに応じるまでの間に限る。）  

三 第七条第一項の規定に違反して通話可能端末設備等が譲渡された場合  

四 契約者又は代表者等が第九条第一項の規定による本人特定事項の確認に応

じない場合（当該契約者又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。）  

五 前条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して

通話可能端末設備等が交付された場合  

 

（是正命令）  

第十五条 総務大臣は、携帯音声通信事業者が、その業務に関して第三条第一項、

同条第二項若しくは第三項（第五条第二項においてこれらの規定を準用する場合を

含む。）、第四条第一項（第五条第二項並びに第六条第三項及び第四項において

準用する場合を含む。）若しくは第二項（第五条第二項及び第六条第四項において

準用する場合を含む。）、第五条第一項、第七条第二項又は第十二条の規定に違

反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正する

ために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  

２ 総務大臣は、媒介業者等が、その業務に関して第六条第三項において準用する

第三条第一項から第三項までの規定又は第六条第四項において準用する第三条

第二項若しくは第三項若しくは第五条第一項の規定に違反していると認めるときは、

当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命

ずることができる。  

 

第十九条 本人特定事項を隠ぺいする目的で、第三条第四項（第五条第二項、第六

条第三項及び第四項並びに第九条第三項において準用する場合を含む。）の規定

に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。貸与時本人特定事項を隠ぺいす

る目的で、第十条第二項において準用する第三条第四項の規定に違反した者も、

同様とする。  

 

第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を

譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併

科する。  

２ 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で

当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。  

 

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  
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一 第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反

して通話可能端末設備等を交付した者  

二 第十条第二項において準用する第四条第一項の規定に違反して貸与時本人確

認記録を作成せず、又は虚偽の貸与時本人確認記録を作成した者  

三 第十条第二項において準用する第四条第二項の規定に違反して貸与時本人確

認記録を保存しなかった者  

２ 相手方が第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定

に違反していることの情を知って、当該違反に係る通話可能端末設備等の交付を

受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。 

 

第二十四条 第十五条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは

三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  

 

13．携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不

正な利用の防止に関する法律施行規則（平成 17 年総務省令第 167 号）（抜粋） 

（本人確認の方法）   

第三条 法第三条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。  

一 自然人（法第三条第三項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。） 次

に掲げる方法のいずれか  

イ 当該自然人又はその代表者等（法第三条第二項（法第五条第二項及び第十

条第二項において準用する場合を含む。）にいう代表者等をいう。第十三条、第

十四条及び第十六条を除き、以下同じ。）から第五条第一項第一号（ニ及びヘを

除く。）又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等

からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行

又は発給されたものに限る。 

ロ 当該自然人若しくはその代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲

げる書類の提示又はその代表者等から同号ホに掲げるもの（一を限り発行又は

発給されたものを除く。）の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている相

手方の住居にあてて、当該自然人との役務提供契約に係る携帯音声通信端末

設備若しくは契約者特定記録媒体又は当該役務提供契約の締結に係る文書

（以下「携帯音声通信端末設備等」という。）を書留郵便等により転送不要郵便物

等として送付する方法 

ハ 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げ

る書類又は同項第三号に規定するもの（一を限り発行又は発給されたものを除

く。）の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居にあてて、

携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す

る方法 

ニ 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定す

る書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の住居

にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等とし

て送付する方法 
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ホ・ヘ （略） 

二 法人 次に掲げる方法のいずれか  

イ 当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の

提示を受ける方法 

ロ 当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の

送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事

務所の所在地（当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるとき

は、これらを含む。ハにおいて同じ。）にあてて、携帯音声通信端末設備等を書

留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 

ハ 当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の

写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の本店又は主た

る事務所の所在地にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転

送不要郵便物等として送付する方法 

ニ （略） 

２～５ (略) 

 

（代表者等の本人確認の方法）  

第四条 法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げる

いずれかの方法とする。  

一 代表者等から次条第一項第一号（ニ及びヘを除く。）又は第三号に規定する書

類の提示を受ける方法  

二 代表者等から次条第一項第一号ニ又はヘに掲げる書類の提示を受けるととも

に、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供

契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方

法  

三 代表者等から次条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三号に

規定するもの（一を限り発行又は発給されたものを除く。）の送付を受けるとともに、

当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約

の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法  

四 代表者等から次条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を

受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との

役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送

付する方法  

五 （略）  

２・３ (略)  

 

（本人確認書類）  

第五条 第三条第一項及び前条第一項に規定する方法において、携帯音声通信事

業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びヘ並

びに第二号ロに掲げる書類並びに第三号に規定するものにあっては携帯音声通信

事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあって
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は携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの

に限る。  

一 自然人（第三号に規定する外国人を除く。）  

イ 道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第九十二条第一項に規定する運転

免許証、出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第十

九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離

脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号）第七条第

一項に規定する特別永住者証明書、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八

十一号）第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード（当該自然人

の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。）又は旅券等（出入国管

理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗

員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下

同じ。） 

ロ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被

保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地

方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証又は自

衛官診療証（いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの

に限る。） 

ハ 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第十三条第一項に規定する

国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳（い

ずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。） 

ニ 印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本（戸籍の附票の写しが添付されて

いるものに限る。）、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書（地方公共団体

の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。） 

ホ イからニまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書

類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載が

あり、当該自然人の写真があるもの 

ヘ イからホまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書

類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載が

あるもの 

二 法人（外国に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。）  

イ 当該法人の設立の登記に係る商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）

第十条第一項に規定する登記事項証明書（当該法人が設立の登記をしていな

いときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は

主たる事務所の所在地を証する書類）又は印鑑登録証明書（当該法人の名称及

び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。） 

ロ イに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他こ

れに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記

載があるもの 

三 外国人（本邦に在留している者（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び

安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の
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地位に関する協定（昭和三十五年条約第七号）第九条第一項又は日本国におけ

る国際連合の軍隊の地位に関する協定（昭和二十九年条約第十二号）第三条第

一項の規定により本邦に入国し、在留している者を除く。）を除く。）及び外国に本

店又は主たる事務所を有する法人 前各号に規定する書類のほか、日本国政府

の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類する

もので、前各号に規定する書類に準ずるもの（自然人の場合にあってはその氏名

及び生年月日の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又

は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。）  

２ （略） 

 

（譲渡時本人確認の方法等）  

第十一条 法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人

等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。  

一 自然人（法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定

により譲受人等とみなされる自然人を含む。） 次に掲げる方法のいずれか  

イ 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号（ニ及びヘを除く。）又

は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同

項第一号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発

給されたものに限る。 

ロ 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる

書類の提示又は代表者等から同号ホに掲げるもの（一を限り発行又は発給され

たものを除く。）の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の

住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵

便物等として送付する方法 

ハ 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げ

る書類又は同項第三号に規定するもの（一を限り発行又は発給されたものを除

く。）の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあ

てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等とし

て送付する方法 

ニ 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定す

る書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の住

居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便

物等として送付する方法 

ホ・ヘ （略） 

二 法人 次に掲げる方法のいずれか  

イ 当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の

提示を受ける方法 

ロ 当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の

送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の本店又は主たる

事務所の所在地（当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があると

きは、これらを含む。ハにおいて同じ。）にあてて、契約者の名義変更に係る文書

を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 
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ハ 当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の

写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の本店又は

主たる事務所の所在地にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等

により転送不要郵便物等として送付する方法 

ニ （略） 

２～６ (略)  

 

（契約者の本人特定事項の確認の方法）  

第十三条 法第九条第一項の規定による契約者の本人特定事項の確認の方法は、

次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。  

一 自然人（法第九条第三項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定

により契約者とみなされる自然人（以下本条及び第十六条において「みなし契約

者」という。）を除く。） 次に掲げる方法のいずれか  

イ 当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあ

てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五

条第一項第一号（ニ及びヘを除く。）又は第三号に規定する書類の提示を求める

旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等（当該契約者以外のその役務

提供契約に係る自然人をいう。以下この条、次条及び第十六条において同じ。）

から当該書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ホ

に掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたもの

に限る。 

ロ 当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあ

てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五

条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又は代表者等から同号ホに

掲げるもの（一を限り発行又は発給されたものを除く。）の提示を求める旨を通知

した上で、当該自然人から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載さ

れている契約者又は代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留

郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 

二 法人 当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又

は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法によ

り、相当の期間を定めて第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の提示

を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該書類の提示を受ける

方法  

三 （略） 

２ 携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項

の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約

者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にか

かわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方

法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとする。  

一 自然人（みなし契約者を除く。） 次に掲げる方法のいずれか  

イ 当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあ

てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五
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条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの（一

を限り発行又は発給されたものを除く。）の送付を求める旨を通知した上で、当該

自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記

載されている当該自然人の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等

により転送不要郵便物等として送付する方法 

ロ 当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあ

てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五

条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知し

た上で、当該自然人又はその代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、

当該写しに記載されている当該自然人の住居にあてて、契約者確認に係る文書

を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 

二 法人 次に掲げる方法のいずれか  

イ 当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主た

る事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相

当の期間を定めて第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を求

める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該書類の送付を受けるとと

もに、当該書類に記載されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地

（当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含

む。）にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等と

して送付する方法 

ロ 当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主た

る事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相

当の期間を定めて第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の写しの送

付を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該写しの送付を受け

るとともに、当該写しに記載されている当該法人の本店又は主たる事務所の所

在地（当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これら

を含む。）にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便

物等として送付する方法 

三 （略） 

３ （略） 

 

（貸与時本人確認の方法）  

第十九条 法第十条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる貸与の

相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。  

一 自然人（第十七条の規定により旅券等を提示した外国人及び貸与時みなし契

約者（法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定によ

り契約者とみなされる自然人をいう。以下同じ。）を除く。） 次に掲げる方法のいず

れか  

イ 当該自然人又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する

第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類（同項第一号ホに

規定する書類にあっては、一を限り発行又は発給されたものに限る。）であって

当該自然人の写真があるものの提示を受ける方法 
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ロ 当該自然人又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する

第五条第一項第一号ロ、ハ、ニ若しくはヘに規定する書類の提示、当該代表者

等から同号ホに規定する書類（一を限り発行又は発給されたものを除く。）の提

示又は当該自然人若しくはその代表者等から第二十四条において読み替えて

準用する第五条第一項第一号若しくは第三号に規定する書類若しくはその写し

の送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 

（１） 当該書類又はその写しに記載された氏名を名義人の氏名とするクレジット

カードを使用する方法又は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当

該貸与契約に係る代金の支払いを受けることを約し、かつ、当該書類又はその

写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、当該自然人との貸与契

約に係る通話可能端末設備等又は当該貸与契約の締結に係る文書（以下「貸

与時通話可能端末設備等」という。）を書留郵便等により転送不要郵便物等と

して送付する措置 

（２） 当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、

貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する措置 

ハ・ニ （略）  

二・三 （略）   

四 法人 次に掲げる方法のいずれか  

イ 当該法人の代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第

一項第二号に規定する書類の提示を受ける方法 

ロ 当該法人の代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第

一項第二号に規定する書類又はその写しの送付を受けるとともに、当該書類又

はその写しに記載されている貸与の相手方の本店又は主たる事務所の所在地

（当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含

む。以下この条及び次条において同じ。）にあてて、貸与時通話可能端末設備等

を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 

ハ （略） 

２～５ （略） 

 

14．犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号）（抜粋） 

（定義）  

第二条 （略） 

２ この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。  

一 銀行  

二 信用金庫  

三 信用金庫連合会  

四 労働金庫  

五 労働金庫連合会  

六 信用協同組合  

七 信用協同組合連合会  

八 農業協同組合  

九 農業協同組合連合会  
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十 漁業協同組合  

十一 漁業協同組合連合会  

十二 水産加工業協同組合  

十三 水産加工業協同組合連合会  

十四 農林中央金庫  

十五 株式会社商工組合中央金庫  

十六 株式会社日本政策投資銀行  

十七 保険会社  

十八 保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第七項に規定する外国保険会社

等 

十九 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者  

二十 共済水産業協同組合連合会  

二十一 金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項に規定す

る金融商品取引業者  

二十二 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社  

二十三 金融商品取引法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者  

二十四 信託会社  

二十五 信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第五十条の二第一項の登録を

受けた者  

二十六 不動産特定共同事業法（平成六年法律第七十七号）第二条第五項に規定

する不動産特定共同事業者（信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関

する法律（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項の認可を受けた金融機関

であって、不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業

を営むものを含む。）  

二十七 無尽会社  

二十八 貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）第二条第二項に規定する貸金

業者  

二十九 貸金業法第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者  

三十 資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二条第三項に規

定する資金移動業者  

三十一 商品先物取引法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第二条第二十三項

に規定する商品先物取引業者  

三十二 社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第二条

第二項に規定する振替機関（同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる

日本銀行を含む。）  

三十三 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機

関  

三十四 電子記録債権法（平成十九年法律第百二号）第二条第二項に規定する電

子債権記録機関  

三十五 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構  

三十六 本邦において両替業務（業として外国通貨（本邦通貨以外の通貨をいう。）

又は旅行小切手の売買を行うことをいう。）を行う者  
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三十七～四十 （略）  

四十一 顧客に対し、自己の居所若しくは事務所の所在地を当該顧客が郵便物（民

間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条

第三項に規定する信書便物並びに大きさ及び重量が郵便物に類似する貨物を含

む。以下同じ。）を受け取る場所として用い、又は自己の電話番号を当該顧客が連

絡先の電話番号として用いることを許諾し、当該自己の居所若しくは事務所にお

いて当該顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡し、又は当該顧

客宛ての当該電話番号に係る電話（ファクシミリ装置による通信を含む。以下同

じ。）を受けてその内容を当該顧客に連絡し、若しくは当該顧客宛ての若しくは当

該顧客からの当該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動

的に転送する役務を提供する業務を行う者  

四十二 弁護士（外国法事務弁護士を含む。）又は弁護士法人  

四十三 司法書士又は司法書士法人  

四十四 行政書士又は行政書士法人  

四十五 公認会計士（公認会計士法 （昭和二十三年法律第百三号）第十六条の二

第五項に規定する外国公認会計士を含む。）又は監査法人  

四十六 税理士又は税理士法人  

３ （略） 

 

（取引時確認等）  

第四条 特定事業者（第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者（第十一条にお

いて「弁護士等」という。）を除く。以下同じ。）は、顧客等との間で、別表の上欄に掲

げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務（以下「特定業務」

という。）のうち同表の下欄に定める取引（次項第二号において「特定取引」といい、

同項前段に規定する取引に該当するものを除く。）を行うに際しては、主務省令で定

める方法により、当該顧客等について、次の各号（第二条第二項第四十三号から

第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号）に掲げる事項の確認を

行わなければならない。  

一 本人特定事項（自然人にあっては氏名、住居（本邦内に住居を有しない外国人

で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項）及び生年月日をいい、

法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。）  

二 取引を行う目的  

三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場

合にあっては事業の内容  

四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配するこ

とが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、

その者の本人特定事項  

２ 特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当す

る取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前

項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産

の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況（第二条第二項第四十三号か

ら第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第一号に掲げる事項）の
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確認を行わなければならない。この場合において、第一号イ又はロに掲げる取引に

際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ又はロに規定する関連取

引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うも

のとし、資産及び収入の状況の確認は、第八条第一項の規定による届出を行うべ

き場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。  

一 次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの  

イ 取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくは

この項（これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

又は第四項の規定による確認（ロにおいて「関連取引時確認」という。）に係る顧

客等又は代表者等（第六項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。）にな

りすましている疑いがある場合における当該取引 

ロ 関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽ってい

た疑いがある顧客等（その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等

を含む。）との取引 

二 特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行

われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの（以下この号にお

いて「特定国等」という。）に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他

特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの  

三 前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客

管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの  

３～６ （略） 

 

（確認記録の作成義務等）  

第六条 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める

方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置そ

の他の主務省令で定める事項に関する記録（以下「確認記録」という。）を作成しな

ければならない。  

２ 特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務

省令で定める日から、七年間保存しなければならない。  

 

（取引記録等の作成義務等）  

第七条 特定事業者（次項に規定する特定事業者を除く。）は、特定業務に係る取引

を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省

令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期

日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならな

い。  

２ 第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者は、特定受任

行為の代理等（別表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項の中欄に規定する

特定受任行為の代理等をいう。以下この条において同じ。）を行った場合には、その

価額が少額である財産の処分の代理その他の政令で定める特定受任行為の代理

等を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するた
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めの事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令

で定める事項に関する記録を作成しなければならない。  

３ 特定事業者は、前二項に規定する記録（以下「取引記録等」という。）を、当該取引

又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。  

 

（疑わしい取引の届出等）  

第八条 特定事業者（第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定

事業者を除く。）は、取引時確認の結果その他の事情を勘案して、特定業務におい

て収受した財産が犯罪による収益である疑いがあり、又は顧客等が特定業務に関

し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行

っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところ

により、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。  

２ 特定事業者（その役員及び使用人を含む。）は、前項の規定による届出（以下「疑

わしい取引の届出」という。）を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引

の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。  

３・４ （略） 

 

（取引時確認等を的確に行うための措置）  

第十条 特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の

措置を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保

つための措置を講ずるものとするほか、使用人に対する教育訓練の実施その他の

必要な体制の整備に努めなければならない。  

 

（弁護士等による本人特定事項の確認等に相当する措置）  

第十一条 弁護士等による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認、確認記録

の作成及び保存、取引記録等の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措

置に相当する措置については、第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲

げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。  

２・３ （略） 

 

（報告）  

第十四条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対しそ

の業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。  

 

（立入検査）  

第十五条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業

者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は

その業務に関し関係人に質問させることができる。  

２～４ （略） 
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（指導等）  

第十六条 行政庁は、この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ円滑な

実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、

助言及び勧告をすることができる。  

 

（是正命令）  

第十七条 行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項若しくは第二項

（これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）若しく

は第四項、第六条、第七条、第八条第一項若しくは第二項又は第九条の規定に違

反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要

な措置をとるべきことを命ずることができる。  

  

（国家公安委員会の意見の陳述）  

第十八条 国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規

定に違反していると認めるときは、行政庁（都道府県公安委員会を除く。以下この条

において同じ。）に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき

旨又は他の法令の規定により当該違反を理由として業務の停止その他の処分を行

うことができる場合にあっては、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意

見を述べることができる。  

２ 国家公安委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、

特定事業者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と

認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。  

３～５ （略） 

 

（行政庁等）  

第二十一条 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に

応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。  

一～十一 （略）  

十二 第二条第二項第三十五号に掲げる特定事業者及び同項第四十一号に掲げ

る特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡し、又

は顧客宛ての若しくは顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的

に転送する役務を提供する業務を行う者 総務大臣  

十三 （略） 

十四 第二条第二項第三十七号、第三十八号及び第四十号に掲げる特定事業者

並びに同項第四十一号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての郵便物を受け取っ

てこれを当該顧客に引き渡す役務を提供する業務を行う者 経済産業大臣  

十五～十七 （略）  

２～１０ （略） 

 

（罰則）  

第二十四条 第十七条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは

三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  
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第二十六条 顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽する目的で、第四条第六

項の規定に違反する行為（当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るもの

に限る。）をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれ

を併科する。  

 

第二十七条 他人になりすまして特定事業者（第二条第二項第一号から第十五号ま

で及び第三十五号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。）との間

における預貯金契約（別表第二条第二項第一号から第三十六号までに掲げる者の

項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。）に係る役務の

提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に

係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な

情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるた

めに必要なものとして政令で定めるもの（以下この条において「預貯金通帳等」とい

う。）を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役

若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融

取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯

金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。  

２ 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り

渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引

として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通

帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。  

３ 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  

４ 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他こ

れに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。  

 

15．犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令（平成 20 年政令第 20 号）（抜

粋） 

（法第四条第二項 に規定する政令で定める額）  

第十一条 法第四条第二項に規定する政令で定める額は、二百万円とする。  

 

（厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等）  

第十二条 法第四条第二項第一号に規定する政令で定める取引は、その締結が同

条第一項に規定する特定取引に該当することとなる契約に基づく取引であって、次

の各号のいずれかに該当するものとする。  

一 その取引の相手方が当該契約の締結に際して行われた取引時確認（当該契約

の締結が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引

であるため法第四条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しないこととさ

れる取引に該当する場合にあっては、当該取引時確認。次号において「契約時確

認」という。）に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある場合にお

ける当該取引  
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二 契約時確認が行われた際に当該契約時確認に係る事項を偽っていた疑いがあ

る顧客等（その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。）と

の間で行う取引  

２ 法第四条第二項第二号に規定する政令で定める国又は地域は、次に掲げるとお

りとする。  

一 イラン  

二 北朝鮮  

 

（少額の取引等）  

第十五条 法第七条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとす

る。  

一 財産移転（財産に係る権利の移転及び財産の占有の移転をいう。以下この条

において同じ。）を伴わない取引  

二 その価額が一万円以下の財産の財産移転に係る取引  

三 前号に掲げるもののほか、次のイ又はロに掲げる特定事業者の区分に応じ、当

該イ又はロに定める取引  

イ 法第二条第二項第一号から第三十六号までに掲げる特定事業者 二百万円

以下の本邦通貨間の両替又は二百万円以下の本邦通貨と外国通貨の両替若

しくは二百万円以下の旅行小切手の販売若しくは買取り 

ロ 法第二条第二項第四十号に掲げる特定事業者 その代金の額が二百万円以

下の貴金属等の売買 

四 前三号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第一項に規

定する記録を作成する必要がない取引として主務省令で定めるもの  

２ 法第七条第二項に規定する政令で定める特定受任行為の代理等は、次に掲げる

ものとする。  

一 法別表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産

の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等のうち、当該財産の価額が二百万

円以下のもの  

二 前号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第二項に規定

する記録を作成する必要がない特定受任行為の代理等として主務省令で定める

もの  

 

16．犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成 20 年内閣府・総務省・

法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第１号）（抜

粋） 

（顧客等の本人特定事項の確認方法）  

第五条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲

げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める方法とする。  

一 自然人である顧客等（次号に掲げる者を除く。） 次に掲げる方法のいずれか  

イ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類（次条に規定

する書類をいう。以下同じ。）のうち同条第一号又は第四号に定めるもの（同条



56 
 

第一号ロ及びトに掲げるものを除く。）の提示（同条第一号ヘに掲げる書類（一を

限り発行又は発給されたものを除く。ロにおいて同じ。）の代表者等からの提示を

除く。）を受ける方法 

ロ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第

一号ロ、ヘ又はトに掲げるものの提示（同号ヘに掲げる書類の提示にあっては、

当該書類の代表者等からの提示に限る。）を受けるとともに、当該本人確認書類

に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等と

の取引に係る文書（以下「取引関係文書」という。）を書留郵便若しくはその取扱

いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの（以下「書

留郵便等」という。）により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに

準ずるもの（以下「転送不要郵便物等」という。）として送付する方法 

ハ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第

一号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書

類又はその写し（特定事業者が作成した写しを含む。）を第十六条第一項第二号

に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその

写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等

により、転送不要郵便物等として送付する方法 

ニ～ト （略） 

二 法第四条第一項第一号に規定する外国人である顧客等（第七条第一項第一号

に掲げる特定取引等に係る者に限る。） 当該顧客等から旅券等（出入国管理及

び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第二条第五号に掲げる旅券又

は同条第六号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記

載があるものに限る。以下同じ。）であって、第七条第一項第一号に定める事項の

記載があるものの提示を受ける方法  

三 法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか  

イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号又は第四号に定め

るものの提示を受ける方法 

ロ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号若しくは第四号に定

めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し（特定事

業者が作成した写しを含む。）を第十六条第一項第二号に掲げる方法により確

認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている

当該顧客等の本店、主たる事務所、支店（会社法（平成十七年法律第八十六号）

第九百三十三条第三項の規定により支店とみなされるものを含む。）又は日本

に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居（以下「本店等」

という。）に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として

送付する方法 

ハ （略） 

２～４ （略）  

 

（本人確認書類）  

第六条 前条第一項に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受け

る書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいず
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れかとする。ただし、第一号ハからホまでに掲げる本人確認書類及び第三号に定め

る本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ヘ及びト、第二号ロに

掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者

が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっ

ては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。  

一 自然人（第三号及び第四号に掲げる者を除く。） 次に掲げる書類のいずれか  

イ 特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印

鑑に係る印鑑登録証明書 

ロ 印鑑登録証明書（イに掲げるものを除く。）、戸籍の謄本若しくは抄本（戸籍の

附票の写しが添付されているものに限る。）、住民票の写し又は住民票の記載事

項証明書（地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証

する書類をいう。） 

ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被

保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地

方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証（当該

自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。） 

ニ 国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、

特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福

祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳（当該自然人の氏名、住居及び生年月日

の記載があるものに限る。） 

ホ 運転免許証等（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第九十二条第一項 

に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明

書をいう。）、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す

る特例法（平成三年法律第七十一号）第七条第一項に規定する特別永住者証

明書、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の四十四第

一項に規定する住民基本台帳カード（当該自然人の氏名、住居及び生年月日の

記載があるものに限る。）又は旅券等 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類

その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があ

り、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの 

ト イからヘまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類

その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があ

るもの 

二 法人（第四号に掲げる者を除く。） 次に掲げる書類のいずれか  

イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書（当該法人が設立の登記をし

ていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本

店又は主たる事務所の所在地を証する書類）又は印鑑登録証明書（当該法人の

名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。） 

ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これ

に類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載

があるもの 
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三 前条第一項第二号に掲げる者 旅券等  

四 外国人（日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留しているもの（日本国

とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区

域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日

本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により本

邦に入国し在留しているものを除く。）を除く。）及び外国に本店又は主たる事務所

を有する法人 第一号又は第二号に定めるもののほか、日本国政府の承認した

外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第

一号又は第二号に定めるものに準ずるもの（自然人の場合にあってはその氏名、

住居及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本

店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。）  

 

（取引を行う目的の確認方法）  

第八条 法第四条第一項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）に規定する主務省令で定める方法のうち同条第一項第二号に掲げる事項に

係るものは、当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とする。  

 

（職業及び事業の内容の確認方法）  

第九条 法第四条第一項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）に規定する主務省令で定める方法のうち同条第一項第三号に掲げる事項に

係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

方法とする。  

一 自然人又は人格のない社団若しくは財団である顧客等 当該顧客等又はその

代表者等から申告を受ける方法  

二 法人である顧客等（次号に掲げる者を除く。） 当該法人の次に掲げる書類（ハ

に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のないニに掲げる書類にあっては特定

事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに、有効期間又は有効期限の

あるニに掲げる書類にあっては特定事業者が確認する日において有効なものに

限る。）のいずれか又はその写しを確認する方法  

イ 定款（これに相当するものを含む。次条第二項第一号において同じ。） 

ロ イに掲げるもののほか、法令の規定により当該法人が作成することとされてい

る書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの 

ハ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書（当該法人が設立の登記をし

ていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の事業の内容を

証する書類） 

ニ ハに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他こ

れに類するもので、当該法人の事業の内容の記載があるもの 

三 （略） 

 

（実質的支配者の確認方法等）  

第十条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第四号に掲

げる事項に係るものは、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。  
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２ （略） 

 

（厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方

法）  

第十三条 （略） 

２ （略） 

３ 法第四条第二項の規定による同条第一項第四号に掲げる事項の確認の方法は、

次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写

し及び当該各号に掲げる法人に実質的支配者がある場合にあっては、当該実質的

支配者の本人確認書類又はその写し（当該本人確認書類又はその写しに当該実質

的支配者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき

は、当該本人確認書類又はその写し及び当該記載がある当該実質的支配者の補

完書類又はその写し）を確認する方法とする。  

一 第十条第二項第一号に掲げる法人 株主名簿、金融商品取引法第二十四条第

一項に規定する有価証券報告書その他これらに類する当該法人の議決権の保有

状況を示す書類  

二 第十条第二項第二号に掲げる法人 次に掲げる書類（有効期間又は有効期限

のあるものにあっては特定事業者が確認する日において有効なものに、その他の

ものにあっては特定事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに限る。）

のいずれか  

イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書（当該法人が設立の登記をし

ていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人を代表する権限

を有している者を証する書類） 

ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これ

に類するもので、当該法人を代表する権限を有している者を証するもの 

ハ 外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあっては、イ及びロに掲げるも

ののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した

書類その他これに類するもので、当該法人を代表する権限を有している者を証

するもの 

４ 法第四条第二項の規定による資産及び収入の状況の確認の方法は、次の各号に

掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しの一又

は二以上を確認する方法とする。  

一 自然人である顧客等 次に掲げる書類  

イ 源泉徴収票（所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をい

う。） 

ロ 確定申告書 

ハ 預貯金通帳 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、これらに類する当該顧客等の資産及び収

入の状況を示す書類 

ホ 当該顧客等の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。）に係るイからニまでに掲げるもの 

二 法人である顧客等 次に掲げる書類  
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イ 貸借対照表 

ロ 損益計算書 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、これらに類する当該法人の資産及び収入の状

況を示す書類 

 

（取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等）  

第十九条 令第十五条第一項第四号に規定する主務省令で定める取引は、次の各

号に掲げるものとする。  

一 自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされる顧客等と他の特定事業者

との間の取引（為替取引のために当該他の特定事業者が行う現金の支払を伴わ

ない預金又は貯金の払戻しを除く。）  

二 保険契約又は共済に係る契約に基づき一定金額の保険料又は共済掛金を定

期的に収受する取引  

三 当せん金付証票法（昭和二十三年法律第百四十四号）第二条第一項に規定す

る当せん金付証票又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成十年法律

第六十三号）第二条に規定するスポーツ振興投票券の販売及び当該当せん金付

証票に係る当せん金品又は当該スポーツ振興投票券に係る払戻金であって二百

万円以下のものの交付  

四 その代金の額が二百万円を超える法第二条第二項第四十号に規定する貴金

属等の売買のうち、当該代金の支払の方法が現金以外のもの  

五 法第二条第二項第四十一号に規定する業務で現金を内容とする郵便物の受取

及び引渡しに係るもの以外のものに係る取引  

２ （略）  

 

（取引記録等の記録事項）  

第二十一条 法第七条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める事項は、次

の各号に掲げるものとする。  

一 口座番号その他の顧客等の確認記録を検索するための事項（確認記録がない

場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引若しくは特定受任行為の代理等

を特定するに足りる事項）  

二 取引又は特定受任行為の代理等の日付  

三 取引又は特定受任行為の代理等の種類  

四 取引又は特定受任行為の代理等に係る財産の価額  

五 財産移転（令第十五条第一項第一号に規定する財産移転をいう。）を伴う取引

又は特定受任行為の代理等にあっては、当該取引又は特定受任行為の代理等

及び当該財産移転に係る移転元又は移転先（当該特定事業者が行う取引又は特

定受任行為の代理等が当該財産移転に係る取引、行為又は手続の一部分である

場合は、それを行った際に知り得た限度において最初の移転元又は最後の移転

先をいう。以下この条において同じ。）の名義その他の当該財産移転に係る移転

元又は移転先を特定するに足りる事項  

六・七 （略） 
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17．商業登記法（昭和 38 年法律第 125 号）（抜粋） 

（目的）  

第一条 この法律は、商法（明治三十二年法律第四十八号）、会社法（平成十七年法

律第八十六号）その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記

に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、

かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。  

 

（印鑑の提出）  

第二十条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出

しなければならない。改印したときも、同様とする。  

２・３ （略） 

 

（登記官による本人確認）  

第二十三条の二 登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき

者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条

の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは

代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供

を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。  

２ （略） 

 

（申請の却下）  

第二十四条 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を

付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が

補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、

申請人がこれを補正したときは、この限りでない。  

一～六 （略） 

七 第二十条の規定による印鑑の提出がないとき、又は申請書、委任による代理人

の権限を証する書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定

する譲渡人の承諾書に押された印鑑が第二十条の規定により提出された印鑑と

異なるとき。  

八～十六 （略） 

 

（設立の登記）  

第四十七条 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。  

２ 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添

付しなければならない。  

一～六 （略） 

七 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面  

八～九 （略） 

十 会社法 の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及

び設立時代表取締役（設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合に

あつては、設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役）
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が就任を承諾したことを証する書面  

十一・十二 （略） 

３・４ （略） 

 

18．商業登記規則（昭和 39 年法務省令第 23 号）（抜粋） 

（印鑑の提出等）  

第九条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。

この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞ

れ当該各号に定める事項（以下「印鑑届出事項」という。）のほか、氏名、住所、年

月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。  

一～三 （略） 

四 会社の代表者（当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき

者） 

 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日（当該代表者が法人である場合にあ

つては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並び

にその職務を行うべき者の氏名）  

五 （略） 

２～４ （略） 

５ 第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を

受ける登記所において登記がされている法人（当該登記所の管轄区域内に本店又

は主たる事務所を有するものに限る。）の代表者の資格を証する書面及び当該登

記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。  

一 商号使用者、未成年者、後見人（法人である場合を除く。）、支配人を選任した

商人（会社である場合を除く。）、会社の代表者（法人である場合を除く。）又は管

財人等（法人である場合を除く。）第一項後段の規定により同項の書面に押印した

印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの  

二～七 （略） 

６～１０ （略） 

 

（添付書面）  

第六十一条 （略） 

２ 設立（合併及び組織変更による設立を除く。）の登記の申請書には、設立時取締

役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書

を添付しなければならない。取締役の就任（再任を除く。）による変更の登記の申請

書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同

様とする。  

３ 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締

役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締

役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。  

４～７ （略） 
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19．商法（明治 32 年法律第 48 号）（抜粋） 

（商号の選定）  

第十一条 商人（会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。）は、その氏、

氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。  

２ 商人は、その商号の登記をすることができる。  

 

20．会社法（平成 17 年法律第 86 号）（抜粋） 

（株式会社の成立）  

第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによっ

て成立する。  

 

（定款の作成）  

第五百七十五条 合名会社、合資会社又は合同会社（以下「持分会社」と総称する。）

を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署

名し、又は記名押印しなければならない。  

２ 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当

該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押

印に代わる措置をとらなければならない。  

 

（持分会社の成立）  

第五百七十九条 持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることに

よって成立する。 

 

（株式会社の設立の登記）  

第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げ

る日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。  

一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日（設立しようとする株式会社

が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規

定による通知を受けた日）  

二 発起人が定めた日  

２ （略）  

３ 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。  

一～十二 （略） 

十三 取締役の氏名  

十四 代表取締役の氏名及び住所（第二十二号に規定する場合を除く。）  

十五～二十一 （略） 

二十二 委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項  

イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨 

ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名 

ハ 代表執行役の氏名及び住所 

二十三 ～三十 （略） 
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21．郵便法（昭和 22 年法律第 165 号）（抜粋） 

第十七条 （現金及び貴重品の差出し方） 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石

その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留（第四十五条第四項の規定

によるものを除く。）の郵便物としなければならない。  

 

22．内国郵便約款（日本郵便株式会社）（抜粋） 

（現金を内容とする一般書留郵便物の包装方法） 

第１１１条 現金を内容とする一般書留郵便物（以下「現金書留郵便物」といいます。）

を差し出すときは、適当に包装し、当社が指定した現金封筒に納めていただきま

す。 

 

23．標準宅配便運送約款（平成２年運輸省告示第 576 号）（抜粋） 

（荷物の内容の確認） 

第四条 当店は、送り状に記載された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に

疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検すること

ができます。 

２ 当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特

段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならないときは、これによって生じた損

害を賠償します。 

３ 第一項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注

意事項が荷送人の記載したところと異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負

担とします。 

 

（引受拒絶） 

第六条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶すること

があります。 

一 運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。 

二 荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第四条第一項の規定による点

検の同意を与えないとき。 

三 荷造りが運送に適さないとき。 

四 運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。 

五 信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するも

のであるとき。 

六 荷物が次に掲げるものであるとき。 

ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあ

るもの 

イ その他当店が特に定めて表示したもの 

七 天災その他やむを得ない事由があるとき。  
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24．高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 17 年

法律第 124 号）（抜粋） 

（財産上の不当取引による被害の防止等）  

第二十七条 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者

が不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取引」

という。）による高齢者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業

務を担当する部局その他の関係機関を紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財

産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を

委託するものとする。  

２ （略） 

 

25．消費者教育の推進に関する法律（平成 24 年法律第 61 号）（抜粋） 

（消費者教育推進地域協議会）  

第二十条 都道府県及び市町村は、その都道府県又は市町村の区域における消費

者教育を推進するため、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、

消費生活センターその他の当該都道府県又は市町村の関係機関等をもって構成

する消費者教育推進地域協議会を組織するよう努めなければならない。  

２ 消費者教育推進地域協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。  

一 当該都道府県又は市町村の区域における消費者教育の総合的、体系的かつ

効果的な推進に関して消費者教育推進地域協議会の構成員相互の情報の交換

及び調整を行うこと。  

二 （略） 

３ （略） 

 

26．介護保険法（平成９年法律第 123 号）（抜粋） 

（定義）  

第七条 （略） 

２～４ （略）  

５ この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者（以下「要介護

者等」という。）からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適

切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は

地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、

地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う

者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であっ

て、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及

び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を

受けたものをいう。  

６～９ （略） 

 

（介護支援専門員証の交付等）  

第六十九条の七 第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、都道府県知事
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に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。  

２～８ （略） 

 

（地域支援事業）  

第百十五条の四十五 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防すると

ともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した

日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる

事業を行うものとする。  

一 被保険者（第一号被保険者に限る。）の要介護状態等となることの予防又は要

介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業（介護予防サービス事

業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。）  

二 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置

かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業そ

の他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業  

三 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の

把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報

の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉

の増進を図るための総合的な支援を行う事業  

四 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保

険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業  

五 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サー

ビス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サー

ビスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該

被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ

継続的な支援を行う事業  

２～７ （略） 

 

（地域包括支援センター）  

第百十五条の四十六 地域包括支援センターは、前条第一項第二号から第五号まで

に掲げる事業（以下「包括的支援事業」という。）その他厚生労働省令で定める事業

を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を

行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目

的とする施設とする。  

２ 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。  

３・４ （略）  

５ 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、

介護サービス事業者、医療機関、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）

に定める民生委員、高齢者の日常生活の支援に関する活動に携わるボランティア

その他の関係者との連携に努めなければならない。  

６～８ （略） 
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27．民生委員法（昭和 23 年法律第 198 号）（抜粋） 

第十四条 民生委員の職務は、次のとおりとする。  

一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。  

二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。  

三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提

供その他の援助を行うこと。  

四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者

と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。  

五 社会福祉法に定める福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）その他

の関係行政機関の業務に協力すること。  

２ 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るた

めの活動を行う。  

 

28．民法（明治 29 年法律第 89 号）（抜粋） 

（後見開始の審判）  

第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督

人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開

始の審判をすることができる。  

 

（保佐開始の審判）  

第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者につい

ては、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助

人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。た

だし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。  

 

（保佐人の同意を要する行為等）  

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければ

ならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。  

一 元本を領収し、又は利用すること。  

二 借財又は保証をすること。  

三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。  

四 訴訟行為をすること。  

五 贈与、和解又は仲裁合意（仲裁法 （平成十五年法律第百三十八号）第二条第

一項に規定する仲裁合意をいう。）をすること。  

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。  

七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負

担付遺贈を承認すること。  

八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。  

九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。  
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２ 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請

求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもそ

の保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九

条ただし書に規定する行為については、この限りでない。  

３・４ （略） 

 

（補助開始の審判）  

第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保

佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、

第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。  

２～３ （略） 

 

（補助人の同意を要する旨の審判等）  

第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは

補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の

同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりそ

の同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規

定する行為の一部に限る。  

２～４ （略） 

 

（保佐人に代理権を付与する旨の審判）  

第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若し

くは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐

人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。  

２・３ （略）  

 

（補助人に代理権を付与する旨の審判）  

第八百七十六条の九 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助

人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為につい

て補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。  

２ （略） 

 

29．老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）（抜粋） 

（審判の請求）  

第三十二条 市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要

があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、

第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に

規定する審判の請求をすることができる。  

 

（後見等に係る体制の整備等）  

第三十二条の二 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資する
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よう、民法に規定する後見、保佐及び補助（以下「後見等」という。）の業務を適正に

行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適

正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。  

２ 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育

成及び活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行

うように努めなければならない。 

 

30．社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）（抜粋） 

（都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等）  

第八十一条 都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行

うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協

力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施され

るために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質

の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を

行うものとする。 

 

31．消費者基本法（昭和 43 年法律第 78 号）（抜粋） 

（事業者の責務等）  

第五条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基

本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有す

る。  

一・二 （略） 

三  消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮する

こと。  

四・五 （略） 

２ （略） 

 



 
 

  


